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～誰も自殺に追い込まれることのない 生きる道をつなぐ松前町～



●計画策定の目的

➢ 自殺はその多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、
精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲
れ、いじめや孤立等の様々な社会的要因があることが知られて
います。自殺に追い込まれるという危機は「誰でも起こりえる
危機」です。

➢ 自殺対策の本質は、「生きることの支援」にあります。町民の
皆さんをはじめ、保健・医療・福祉・教育・労働等関係機関・
団体との連携・協力を強化し、より効果的・総合的な自殺対策
を推進するため、「松前町自殺対策推進計画」を策定しました。

●自殺対策の基本理念と基本認識

令和４年10月に閣議決定された自殺総合対策大綱の自殺総合対策
の基本方針を受けて、松前町は以下のとおりとします。

●計画の推進期間

1 計画策定の趣旨 ２ 松前町における自殺の現状

【基本理念】

誰も自殺に追い込まれることのない
“生きる道をつなぐ松前町”を目指す

国の自殺者数は３万人台から２万人台に減少していましたが、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで、女性は２年連続
の増加、小中高生は過去最多の水準となっています。
松前町の自殺者数は平成21年以降10人以下で推移しています
が、令和２年以降２年連続増加しています。

３ 計画の数値目標

国の自殺総合対策大綱がおおむね５年を目途に見直しが行わ
れることを踏まえ、本計画の推進期間は、令和６年度から令和
10年度までの5か年とします。
国の政策と連動する必要があることから、国の動向や社会情
勢の変化に配慮し、必要に応じて計画の見直しを行います。
また、他計画との兼ね合いにより、見直しの時期を前後させ
ることもあります。

自殺死亡率の推移（H21-R4）

【自殺死亡率を20％減らす】
平成29年 令和４年 令和９年
２２．７ 26.3 15.9以下

●自殺死亡率…人口10万人当たりの年間自殺死亡者数のこと。

自殺死亡率＝地域の自殺者数÷人口×10万



•地 域 に お け る ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化
•自殺の現状を共有化し、対策を地域全体で推進するため、自殺対
策に取り組む団体や、庁内関係部署との会議を通した情報共有や
連携強化

基本

施策１

•自 殺 対 策 を 支 え る 人 材 の 育 成
•自殺の防止に向け、職員や民生委員を始めとする地域の支援者や
町民が、身近な見守り役となる「ゲートキーパー」の養成講座を開
催し、人材育成を推進

基本

施策２

•町 民 へ の 啓 発 と 周 知
•相談窓口等の普及啓発の推進と、早い段階で専門機関につなげて
いく体制の整備

基本

施策３

•生 き る こ と の 促 進 要 因 へ の 支 援
•地域にある居場所活動等について把握し、民間団体とも連携しな
がら、居場所づくりや生きがいづくりの活動を支援

•自殺未遂者の継続的な医療支援や相談機関へつなぐためのネット
ワークの構築

•遺族への支援として、気持ちの分かち合いの場や専門相談員によ
る電話相談などの情報提供

基本

施策４

•児童生徒の S O Sの出し方に関する教育
•児童生徒が命の大切さを実感できる教育、生活上の困難・ストレス
に直面した時の対処方法やSOSの出し方を学ぶための教育の推
進

•保護者に対して家庭での見守りを推進し、学校・家庭が連携して児
童生徒を支援する体制を強化

基本

施策５

４
松前町の自殺対策の方向性

【基本施策】
５

松前町の自殺対策における取組
【重点施策】

重点施策１ 高齢者対策

• 健康、医療、介護、生活などに関する様々な関係機関や団体などの
連携を推進し、包括的な支援体制を整備

• 地域における要介護認定（要支援含む）者に対する支援

• 高齢者の健康不安に対する支援

• 社会参加の強化と孤独・孤立の予防

重点施策２ 生活困窮者対策

• 多分野多機能のネットワークの構築とそれに基づく相談支援

• 生活困窮者対策と自殺対策の連動を図るための研修の開催

• 生活困窮を抱えたハイリスク者に対する個別支援

重点施策３ 勤務・経営（働き盛り世代に向け
た）対策

• 商工会や企業など産業分野とのネットワーク構築

• 働き盛り世代に対する多様な相談の充実

• 働き盛り世代へのメンタルヘルスに関する正しい知識の普及啓発

国が全ての自治体で、実施されることが望ましいとされた５つの
施策に取り組みます。

より効果的な自殺対策を進めるために、松前町の自殺の特徴を踏
まえて、３つの施策を重点的に取り組みます。

松前町では、心の悩みや不安を相談できる窓口があり、心の悩みを
抱えている人やご家族などからのご相談をお受けしています。
月１回「専門員によるこころの健康相談」も実施しています。

※相談は無料で、秘密は厳守されます。



６ 松前町の自殺対策推進体系
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